
（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２６年２月２５日（２０１４．２．２５）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５６４４２８３号（Ｔ５６４４２８３）
（１５１）【登録日】平成２６年１月２４日（２０１４．１．２４）
（５４１）【登録商標（標準文字）】妖怪ウォッチ
（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１４類  メダル，ペンダント，キーホルダー，記念カップ，記念たて，身飾品，ピンバッジ，貴金属，宝石
箱
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１３－８０２０６（Ｔ２０１３－８０２０６）
（２２０）【出願日】平成２５年５月２７日（２０１３．５．２７）
（６４１）【分割の表示】商願２０１３－４４３０７（Ｔ２０１３－４４３０７）の分割
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０３２４０１０５
【氏名又は名称】株式会社レベルファイブ
【住所又は居所】福岡県福岡市中央区薬院一丁目１番１号
（７４０）【代理人】
【識別番号】２３０１０７８４７
【弁護士】
【氏名又は名称】辻　哲哉
【法区分】平成２３年改正
【審査官】椎名　実
（５６１）【称呼（参考情報）】ヨーカイウオッチ、ヨーカイ
【検索用文字商標（参考情報）】妖怪ウォッチ
【類似群コード（参考情報）】
  第１４類  ０６Ａ０２、１３Ｃ０２、２０Ａ０１、２０Ｅ０１、２１Ａ０２、２１Ｂ０１


